
 

平成 28年 8月 10日 

 

賃金の引上げに係る支援策について周知します 

経済産業省は、厚生労働省と連携し、最低賃金引上げに向けた環境整備のため

に、支援策について検討してきております。このたび、第一弾としての措置がまと

まり、厚生労働省において助成措置が行われますので、周知致します。 

 

1．賃金引上げに係る施策の周知について 

平成 28年 7月 28日に厚生労働省中央最低賃金審議会において、平成 28年度の地

域別最低賃金額の引上げの目安が答申されました。これによると、全国加重平均で

昨年を 6円上回る 24円、引上げ率に換算して 3％の引上げとなり、平成 14年に時給

換算で決定する現行方式が導入されてから、最大の引上げとなりました。 

現在、厚生労働省中央最低賃金審議会の答申を受け、都道府県毎に設置されてい

る地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金の引上げに関する審議が行われ

ているところですが、当該最低賃金の引上げの環境整備の一環として、厚生労働省

から助成措置が講じられていますので、周知致します（別紙をご参照下さい。）。 

なお、改定後の地域別最低賃金は、10月 1日以降順次発効されることとなりますが、

改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で助成措置を利用する場合は、

最低賃金の発行日の前日までに所要の賃上げ及び助成措置の申請を行う必要があ

りますので、御注意ください。 

 

2．支援策について 

○「キャリアアップ助成金」の手続簡素化等 

・キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等の正社員化、人材育成、処遇改善を

行った事業主に対する助成制度です。 

・キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定（処遇改善コース）」においては、すべて

又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を２％以上増額改定し、昇

給した場合、助成措置が受けられます。 

・また、キャリアアップ助成金では、手続の大幅な簡素化が実施されます（詳しくは別

紙を参照下さい。）。 

○「業務改善助成金」の支給 

・業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低

い時間給の労働者の賃金を引き上げた事業主に対する助成制度です（詳しくは別

紙を参照下さい。）。 



 

○その他の支援措置について 

・平成 28 年 8 月 2 日に、「未来への投資を実現する経済対策」が閣議決定され、中

小企業・小規模事業者の生産性向上について支援を行うことが盛り込まれており、

現在、具体化に向けて検討を進めています。この具体化がまとまった段階で、お知

らせさせていただきます。 

 

3．特別相談窓口について 

なお、昨年 7 月 28 日付けで、全国の商工会議所、商工会（各都道府県商工会連合

会）、各都道府県中小企業団体中央会及び各地方経済産業局に相談窓口を設置し

ており、本日付で、新たに全国の独立行政法人中小企業基盤整備機構の地域本部、

全国商店街振興組合連合会及び各都道府県のよろず支援拠点にも設置致します。

生産性向上等について検討を行っている方など、お気軽にご活用ください。 

また、全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工中金及び信用保証

協会に、「賃金水準上昇対策特別相談窓口」を設置し、賃金引上げによって資金繰り

に影響を受ける中小企業・小規模事業者からの相談を受け付けております。従業員

への賃金引上げによって資金繰りにお困りの方など、お気軽にご活用ください。窓口

については別紙を参照して下さい。 
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